
資料 ４－１ 

近年の障がい者を取り巻く制度改正の動き（国） 

 

制度の動向 時期 概要 

障害者基本法の改正 平成 23年８月施行 

「障害者基本法の一部を改正する法律」が、平成 23年７月

に成立し、平成 23年８月より施行され、全ての国民が、障

害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけが

えのない個人として尊重される、共生社会の実現をめざすと

いう考えを取り入れ、目的規定や障害者の定義などが見直さ

れた。 

障害者虐待防止法の成立 平成 24年 10月施行 

虐待を受けた障がいのある人に対する保護、養護者に対する

支援のための措置等を定めることにより、障がい者虐待の防

止等に関する施策を促進するため、「障害者虐待の防止、障

害者の養護者に対する支援等に関する法律（障害者虐待防止

法）が、平成 23年 6月に成立し、平成 24年 10月から施

行され、国や地方公共団体、障がい者福祉施設従事者等、使

用者などに障がい者虐待の防止等のための責務を課すととも

に、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した者に対する

通報義務を課すことなどが定められた。 

障害者総合支援法の成立 平成 25年４月施行 

障害者基本法の改正や本部等における検討を踏まえて、地域

社会での共生の実現に向けて新たな障がい保健福祉施策を講

じるため、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律」（障害者総合支援法）が平成 24年 6月に

成立し、平成 25年 4月より施行（一部、平成 26年 4月施

行）された。 

平成 25年 4月からは、障がい者（児）の定義に難病等が追

加され、障がい福祉サービス等の対象となった。 

また、平成 26年 4月からは、障害程度区分から障害支援区

分への見直しとともに、重度訪問介護の対象拡大、ケアホー

ムとグループホームの一元化などが実施された。 

障害者優先調達推進法の

制定 
平成 25年４月施行 

障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項

等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品等

に対する需要の増進等を図り、もって障害者就労施設で就労

する障がい者、在宅就業障がい者等の自立の促進に資するこ

とを目的とした「国等による障害者就労施設等からの物品等

の調達の推進等に関する法律」（障害者優先調達推進法）が

平成 24年 6月に成立し、平成 25年 4月から施行された。 

障害者基本計画の策定 平成 25年 9月決定 

平成 24年 12月に内閣総理大臣あてに提出された「新『障

害者基本計画』に関する障害者政策委員会の意見」を受け、

平成 25年度から平成 29年度までの概ね 5年間を対象とす

る、政府が講ずる障がい者のための施策の最も基本的な計画

として位置付けられる、障害者基本計画（第 3次）が策定さ

れた。 

障害者権利条約の批准 平成 26年１月批准 

平成 26年 1月 20日、日本は障害者権利条約を批准した。

障害者権利条約は、障がい者の人権や基本的自由の享有を確

保し、障がい者の固有の尊厳の尊重を促進するため、障がい

者の権利を実現するための措置等を規定している、障がい者

に関する初めての国際条約である。その内容は、市民的・政

治的権利や、教育・保健・労働・雇用の権利、社会保障、余

暇活動へのアクセスなど、様々な分野における障がい者の権

利実現のための取組を締約国に対して求めている。 



 

 

制度の動向 時期 概要 

難病の患者に対する医療

等に関する法律の成立 
平成 27年１月施行 

平成 26年 5月 23日、「難病の患者に対する医療等に関す

る法律」が成立した。同法では、難病の患者に対する医療費

助成に関して、法定化によりその費用に消費税の収入を充て

ることができるようにするなど、公平かつ安定的な制度を確

立するほか、基本方針の策定、調査及び研究の推進、療養生

活環境整備事業の実施等の措置を講ずることとなった。施行

は平成 27年１月１日。 

障害者雇用促進法の改正 平成 28年４月施行 

平成 25年 4月に、雇用の分野における障がい者に対する差

別を禁止するための措置及び精神障がい者を法定雇用率の算

定基礎に加えること等を内容とする「障害者の雇用の促進等

に関する法律の一部在改定する法律案」が国会に提出され、

同年 6月に成立した。施行は平成 28年 4月 1日（ただし、

法定雇用率の算定基礎の見直しについては、平成 30年 4月

１日）。 

障害者差別解消法の成立 平成 28年４月施行 

国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法

制度の整備の一環として、全ての国民が、障がいの有無によ

って分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合

いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差

別の解消を推進することを目的として、平成 25年 6月、

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者

差別解消法）」が制定され、不当な差別的取り扱いを禁止

し、障がい者への合理的配慮提供に対策を取り込む事を法定

義務とした。施行は一部の附則を除き平成 28年 4月 1日。 

成年後見制度の利用促進

法の制定 
平成 28年５月施行 

平成 28年４月に「成年後見制度の利用の促進に関する法律

（成年後見制度利用促進法）」が公布され、同年５月に施行

された。成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的か

つ計画的に推進するため、成年後見制度の利用の促進につい

て、基本理念や国及び地方公共団体の責務等が示された。 

発達障害者支援法の一部

を改正する法律 
平成 28年８月施行 

障害者をめぐる国内外の動向、発達障害者支援法の施行の状

況等に鑑み、発達障がい者の支援の一層の充実を図るため、

発達障害者支援法の改正が平成 28年 6月に成立した。施行

は平成 28年 8月 1日。 

介護保険法等の一部改正 平成 30年４月施行 

高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会

の実現を図るとともに、制度の持続可能性を確保するため、

「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部

を改正する法律」が平成 29年 6月に制定された。 

この中で、高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受け

やすくするため、介護保険と障害福祉制度に新たに共生型サ

ービスを位置付けることが示された。施行は平成 30年４月

1日。 

障害者総合支援法及び児

童福祉法の一部改正 
平成 30年４月施行 

障がい者の「生活」と「就労」に対する支援の一層の充実や

高齢障害者による介護保険サービスの円滑な利用を促進する

ための見直しを行うとともに、障害児支援のニーズの多様化

にきめ細かく対応するための支援の拡充、サービスの質の確

保・向上を図るための環境整備等を行うため、「障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童

福祉法の一部を改正する法律」が平成 28年 5月に制定され

た。施行は平成 30年４月 1日。 

精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律の一部

改正 

審議中 

都道府県が入院措置を講じた者に対する退院後の援助を強化

するとともに、精神障がい者の支援を行う地域関係者の連携

強化を図るほか、医療保護入院に必要な手続、精神保健指定

医の指定制度等について見直しを行うとする、「精神保健及

び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律」が平

成 29年 2月に提出された。 

 


